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令和６年度 台東区立浅草小学校 いじめ防止基本方針 

 

 いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、心身の健全な成長

や、人格の形成への重大な影響のみならず、児童の生命や身体に重大な危険を生じさせる

おそれがあるものである。本校では、「いじめ防止対策推進法」の施行を受け、全教職員の

共通理解の基、いじめの未然防止及びいじめを認知した際の取組について、以下の通り、

基本方針を定める。 

 

令和６年 浅草小学校における「学校いじめ防止基本方針」重点事項 

・学期に１回いじめに関する授業を行い、「いじめは人間として絶対に許されない」との雰

囲気を学級全体に醸成する。 

・いじめの兆候や疑いについて、全教職員から情報収集をし、月に１回いじめ対策会議で、

指導・支援体制に修正を加え、組織でより適切に対応できるようにする。 

・スクールカウンセラーや、関係諸機関等の協力を得るなど、サポート体制を整える。 

 

 

１ いじめの定義（「いじめ防止対策推進法」第２条参照） 

  いじめとは、児童に対して、当該児童が本校に在籍している当該児童と一定の人的関

係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じ

て行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じて

いるものをいう。 

 

 【具体的ないじめの態様】 

○ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句や嫌なことを言われる。 

○ 仲間はずれや集団による無視をされる。 

○ 遊びを装い、軽くぶつかられたり、叩かれたり蹴られたりする。 

○ 金品をたかられる。 

○ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。 

○ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことを無理やりさせたり、させられたりする。 

○ パソコンや携帯電話等での誹謗中傷などをされる。等 

 

 

２ いじめ防止対策に関する基本理念 

  本校の全ての児童が児童同士や教職員への信頼感の基、安心して学校生活を送り、様々

な学習や活動に取組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめの根絶を旨とし

た対策を講ずる。全ての児童がいじめの加害者にも被害者にも傍観者にもなることがな

く、いじめを認識しながら放置することがないようにする。 

また、児童の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人能力の素地を養うことがいじ

めの防止に資する事を踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育及び人権教育の充実を

図る。いじめが被害者である児童の心身に深刻な影響を及ぼし、決して許されない行為

であることについて、日常において丁寧な指導を行う。さらに、児童の保護者、地域住

民、その他関係者との連携を図り、啓発に務める。 

 

３ 本校及び本校の教職員の責務 
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  本校及び本校の教職員は、２の基本理念に則り、本校に在籍する児童の保護者、地域

住民、台東区教育委員会をはじめとする関係諸機関等と連携を図りつつ、学校全体でい

じめの未然防止及び早期発見に取組むとともに、本校の児童がいじめを受けていると思

われるときは、学校組織全体で適切かつ迅速に対処する。 

 

 

４ いじめの未然防止と早期発見、いじめ解消に向けた取組 

（１）組織としての取組 

   いじめと思われる兆候や児童からの訴え、保護者からの相談等が合った場合、必要

に応じて「いじめ防止対策委員会」を設置し、組織としての対策を講ずる。本委員会

は以下のものをもって組織し、必要に応じて関係諸機関や外部専門家等を加えること

ができるものとする。 

  ＜校長・副校長・生活指導主任・教務主任・養護教諭・特別支援教育コーディネータ

ー・スクールカウンセラー・当該担任教諭等＞ 

（２）いじめ防止のための、各教員等による日常の指導や取組及び留意点 

 ① 管理職 

・ 機会を捉えていじめの問題に触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」との雰

囲気を学校全体に醸成する。 

・ 本校の教育活動全体を通じて、道徳教育や人権教育の充実を図る。 

・ 児童が自己有用感を高められる場面や困難を乗り越えるような体験の機会などを積

極的に設けるよう、教職員に働きかける。 

・日頃から関係機関等と情報交換や連携に取組む。 

 

② 学級担任・専科担当等 

・ 日常的にいじめの問題に触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気

を学級全体に醸成する。 

・ はやしたてたり、見て見ぬふりをしたりする行為もいじめを助長し肯定しているこ

とと同義であることを理解させ、いじめの傍観者からいじめを抑止する仲裁者への転

換を図る。 

・ 教職員の不適切な認識や言動が児童を傷付けたり、他の児童によるいじめを助長し

たりすることがないよう、指導の在り方については細心の注意を払う。 

 

③ 生活指導主任 

・ いじめの問題について、日常的に学校全体に目を配り、いじめの兆候や疑いについ

て、全教職員から情報を収集し、即時に管理職に報告・相談を行う。 

・ いじめの問題について職員会議、生活指導夕会、教育相談研修会等で積極的に取り

上げ、教職員間の共通理解を図る。 

 

④ 養護教諭、特別支援教育コーディネーター、スクールカウンセラー 

・ 学校の様々な場面でいじめの兆候について情報収集するとともに、それぞれの専門

的な見地から、計画的に児童の教育相談や担任をはじめとする当該教職員への助言・

相談を行う。 

・ スクールカウンセラーは、１学期に５年生全児童を対象に面談を実施する。 

（３）いじめの早期発見のための、各教員等による日常の指導や取組及び留意点 

 ① 管理職 
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 ・ 児童及びその保護者、教職員がいじめに関する相談を行うことができる体制を整備

する。 

・ 本校における教育相談が、児童の悩みを積極的に受け止められる体制となり、適切

に機能しているか、日常的に「スクールカウンセラー日誌」等を点検する。 

・ 年３回行う浅草っ子アンケートの結果に基づき、関係児童の面談を行う。 

 

② 学級担任・専科担当等 

・ 日頃から児童の見守りや信頼関係の構築に努め、児童が示す小さな変化や危険信号

を見逃すことの無いよう、アンテナを高く保つ。 

・ 休み時間等に児童と積極的に関わるなかで、交友関係や悩みを把握する。 

・ 年３回行う浅草っ子アンケートの結果に基づき、関係児童の面談を行う。 

 

③ 生活指導主任 

・ 保健室の活用やスクールカウンセラーによる相談室の利用について情報共有する。 

・ 休み時間の校内巡視等を実施する中で、児童が生活する環境の異常の有無を確認す

る。 

 

④ 養護教諭、特別支援教育コーディネーター、スクールカウンセラー 

・ 保健室や教育相談室を利用する児童の相談、また、担任等からの相談を通して、当

該児童の様子に目を配るとともに、何か異変を感じた時には、その機会を捉えて悩み

等を聴き取り、担任等や管理職と情報共有を図る。 

・ スクールカウンセラーは、年３回の浅草っ子アンケート調査の結果を受けて、関係

児童の面談を行う。 

 

（４）いじめの発覚・認知から解消に向けた、各教員等による指導や取組及び留意点 

 ① 管理職 

・ 必要に応じて「いじめ防止対策委員会」を招集し、正確な実態把握を行い、指導・支

援体制を組む。 

・ 児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに浅草

警察署少年課及びスクールサポーターと連携し、即時・適切に援助を求める。 

・ 現状を常に把握し、随時、指導・支援体制に修正を加え、組織でより適切に対応で

きているかどうかを管理・監督する。 

・ 状況に応じて、台東区教育委員会や関係諸機関等の協力を得るなど、対応に困難があ

る場合のサポート体制を整えておく。 

 

② 学級担任等、養護教諭、特別支援教育コーディネーター、スクールカウンセラー 

・ いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める。 

・ 児童やその保護者等から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、

真摯に傾聴する。 

・ 発見・通報を受けた場合は、速やかに関係児童から聞取りを行うなどして、いじめ

の正確な実態把握を行う。その際、聞取りの場所や時間等については、慎重に配慮す

る。いじめた児童が複数いる場合には、同時刻にかつ個別に聞き取りを行う。 

・ いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折に触れて必

要な支援を行う。 

・ 指導記録等を確実に保存し、当該児童の進学・進級に当たって、適切に引継ぎを行
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う。 

 

 ③ いじめられた児童に対応する教員の指導・支援 

 ・ いじめられた児童やいじめを知らせてきた児童の安全を確保するとともに、いじめ

られた児童に対し、徹底して守り通すことを伝え、不安を取り除く。 

・ いじめられた児童にとって信頼できる人（親しい友人や教職員、家族、地域の方な

ど）と連携し、いじめられた児童に寄り添える体制をつくる。 

・ いじめられている児童の自尊感情を高めるよう留意する。 

 

④ いじめた児童に対応する教員の指導・支援 

・ いじめた児童への生徒の指導に当たっては、いじめは人格を傷付け、生命、身体又   

は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。教育上

必要があると認めるときは、学校教育法第十一条の規定に基づき、適切に当該児童に

懲戒を加えるものとする。 

・ 必要に応じて、いじめた児童を別室において指導したり、重篤な事案については出

席停止制度を活用したりして、いじめられた児童が落ち着いて教育を受ける環境の確

保を図る。 

・ 不満やストレスがある場合は受け止めて児童理解を深め、いじめに向かわずに適切

に解消・発散できる力を育む。 

 

⑤ 学級全体への指導・支援 

・ 学級等で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようと

いう態度を身に付けさせる。 

・ いじめを見ていた児童に対しても、自分の問題として捉えさせるとともに、いじめ 

 を止めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気をもてるようにする。 

・ はやしたてるなど同調していた児童に対しては、それらの行為はいじめに加担する行

為であることを理解させる。 

 

⑥ 保護者との連携 

・ 保護者との連携を図り、面談や家庭訪問を行う等して、迅速に事実関係を伝えると

ともに、今後の学校と家庭との連携方法について共通理解を図る。 

・ いじめられた児童を徹底して守ることや秘密を守ることを伝え、できる限り保護者

の不安を除去する。 

・ いじめた児童への指導と交友関係の回復に全力で取り組む事を伝え、保護者と協力関

係を築く。 

・ 事実確認のための聴き取りやアンケート等により判明した、いじめ事案に関する情

報を適切に提供する。 

 

 

 

○ 基本方針制定 平成２５年９月２８日 

〇 改定 平成３１年３月２９日 

〇 改定 令和 ３年３月３１日 


